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町立学校における教育活動の再開について（通知） 

 日頃から、町立学校の運営及び本町教育行政にご協力賜り、感謝申し上げます。 

 さて、５月１４日に熊本県を含む３９県で緊急事態宣言が解除されたことにともない 

熊本県教育長から「学校再開に向けた段階的な教育活動再開に関する考え方」の通知があり 

その中に『５月１８日から３１日までの間で段階的に教育活動を再開し、６月１日から通常 

登校による教育活動を再開する。』と明記されておりました。 

 この通知を受け、高森町におきましても５月１９日以降（２０日（水）を除く）教育活動 

を再開することに決定いたしました。 

 再開に際しては、熊本県教育委員会が策定したガイドラインを踏まえ、換気や消毒の 

徹底、机の配置等形態での配慮など、感染防止のために必要な取組みを実施しますので、 

保護者の皆さまのご理解とご協力、お願いいたします。 

 なお、６月１日からは学校を再開し、通常登校となりますことを申し添えます。 

 

◎ 教育活動の再開 

１ 再 開 日 ５月１９日及び５月２１日から３１日まで（土、日を除く） 

 ２ 再開内容 通常授業の実施（給食あり） 

 ３ そ の 他 スクールバスは運行いたします 

その他、詳細は各学校から通知いたします 

 


